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内閣官房、内閣府の拡大と議員立法の役割
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（和文要旨）

　2015（平成 27）年、第 189 回通常国会において、「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化

のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案」（以下、「内閣機能強化法案」と言う。）が閣法第 54 号と

して提出され、審議が行われた。中央省庁改革から十数年で、法による見直しを必要とするほど内閣官房及び

内閣府に重要な政策課題が集中し問題が生じていたのである。

　本稿では、どれだけ内閣官房と内閣府が拡大して来たかを、特に第 2次安倍内閣以降、内閣はどのように内

閣官房、内閣府を使っているのかということと、議員立法がどう関係しているのかということに焦点を当てて

分かり易く図、表を使って示す。そこには安倍内閣が内閣官房、内閣府の拡大を伴う積極的な取組みを行って

いる様子とともに、「○○基本法」と称する等（以下「基本法等」という。）の議員立法が大きく関わっている

という実態が浮かび上がって来る。特に議員立法に関しては、内閣機能強化法案の審査を通じて、政府からも

その関わりについて明確な認識が示されることとなった。官庁の垣根を超えた問題に基本法等で担っていく役

割が非常に大きくなっていることが、法案審査に関わった多くの議員、政府の職員、国会のスタッフ等にも認

知されたと考える。一方、内閣機能強化法案の審査は、今後の内閣官房、内閣府の拡大への対策のスキームも

示すこととなった。基本法等のあり方にも、期限設定等の点で影響を与える。しかし、官庁の垣根を超えた問

題の解決の必要性自体を減ずるものではないため、当面の間、大きな変化は生じないのではないかと考える。

（キーワード）

「内閣官房」、「内閣府」、「内閣官房、内閣府の拡大」、「内閣官房、内閣府のスリム化」、「内閣機能の強化」、「各

省庁への総合調整権限の付与」、「議員立法」、「議員立法の役割」、「基本法」、「推進法」、「中央省庁再編」、「行

政改革」

1．はじめに

　議員立法には、その立案の契機に注目した分類

として、官庁間の所管問題を起因とするものとい

う括りが従来から存在する 1。1998（平成 10）年ご

ろから、「〇〇基本法案」、「○○推進法案」、「○○

促進法案」といった名称で、この分類に該当する
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もの（以下、「基本法等」と言う。）の着実な増加が、

提出、成立において見られる。国の取組みのうち、

その理念さえ整理されていない政策分野への対応の

役割を議員立法は大きく担うようになったのではな

いか、そういうものとして議員立法を評価すべきで

はないのかというのが私の考えである。

　内閣官房、内閣府の拡大は、実はこうした議員立

法の増加、役割の展開とも大いに関係がある。基本
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法等は、元来、特定の官庁のみでは対応できない

分野を扱うのだから、おのずから内閣官房、内閣

府で担うことが多くなる。問題は、その程度である。

　野田内閣は、2012（平成 24）年 12 月 7 日の閣議

決定で、同年 11 月 2 日の閣議決定「内閣官房及び

内閣府の本来の機能を向上させるための事務分担

の見直しの基本方針」に基づき、内閣官房、内閣

府より、閣議決定等に基づく本部・会議等のうち 3

つを廃止、6つの事務の移管を行った。また関係省

庁申合せに基づく会議のうち 34 を廃止し、8つの

会議に関する事務を関係省庁に移管した 2。同年 11

月 16 日に衆議院が解散されており、民主党政権と

しては、執念とも言えるような最終局面での取組

であったのだが、ほとんど報道では取り上げられ

ず、人々に問題を認知させるに至ったとは言いが

たい。

　そうした中で、2013（平成 25）年、五十嵐吉郎は、

「内閣官房、内閣府の現在－中央省庁等改革から 13

年目を迎えて－」という論文で、その拡大の実態を、

簡潔に整理し、わかりやすく示した。参議院の内

閣委員会調査室長として、実感を持って日々その

実態に接していた立場にあったがゆえの著作であ

ったと言えよう。議員立法についての言及もあり、

私の考えの論証にも適していると思われるため、

本稿ではその整理を踏襲し、拡張することにより、

第一にどれだけ内閣官房と内閣府が拡大して来た

のか、第二にそれはどう評価されるのか、その関

係で、特に第 2 次安倍内閣以降の安倍内閣は、ど

のように内閣官房、内閣府を使っているのか、第

三に議員立法の関与はどの程度で、それはどう評

価されているのかに焦点を当てて分析を行うこと

としたい。

　また、2015（平成 27）年、第 189 回通常国会に

おいて、「内閣の重要政策に関する総合調整等に関

する機能の強化のための国家行政組織法等の一部

を改正する法律案」（以下、「内閣機能強化法案」

と言う。）が閣法第 54 号として提出され、審議が

行われたが、分析を裏付ける様々な発言がなされ

ており、適宜取り上げていきたい。

2．内閣官房と内閣府

2.1.　設置の趣旨、違いの説明

　中央省庁等改革基本法（平成 10 年法律第 103 号）

第 4条第 1項第 1号は、「内閣が日本国憲法の定め

る国務を総理する任務を十全に果たすことができ

るようにするため、内閣の機能を強化し、内閣総

理大臣の国政運営上の指導性をより明確なものと

し、並びに内閣及び内閣総理大臣を補佐し、支援

する体制を整備すること」とし、同項第 2号の「新

たな省の編成」の前に、内閣機能の強化を掲げ、

その重要性を示している。

　同法第 1条に「その趣旨にのっとって」とされ

る 1997（平成 9）年 12 月 3 日の行政改革会議の最

終報告を見てみよう。

　まず「内閣総理大臣の基本方針・政策の発議権

を内閣法上明確化する」とともに、「内閣は、それ

ぞれの行政各部分を分担管理する大臣の単なる集

合体ではなく、内閣総理大臣の「政治の基本方針

ないし一般政策」を共有しつつ、一体となって国

政に当たる存在である」としている。

　内閣官房は、「内閣の補助機関であるとともに、

内閣の「首長」たる内閣総理大臣の活動を直接に

補佐・支援する強力な企画・調整機関とし、総合

調整機能を担う」としている。元内閣官房副長官

の古川貞二郎は、「内閣法 12 条では、従来は「総

合調整」の中に「企画機能」も含まれると解釈さ

れていたが、新規定では「総合調整機能」のほかに、

「企画及び立案」機能が明記されたほか、企画・立案・

総合調整の対象も「閣議に係る重要事項」に関し

てだけではなく、「内閣の重要政策に関する基本方

針」及び「行政各部の施策の統一を図るために必

要となるもの」にまで拡大された。これにより内

閣官房の機能は、より積極的、能動的なものとな

った」としている（古川（2005:3））。

　内閣府は、「内閣総理大臣を長とする機関として、

内閣官房の総合調整機能を助け、横断的な企画・

調整機能を担うとともに、内閣総理大臣が担当す

るにふさわしい実施事務を処理し、及び内閣総理
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大臣を主任の大臣とする外局に係る事務を行う機

関とする」としている。内閣府には、「実施事務を

処理」する等、他の省庁と同様な、分野を限定し

た固定の事務である ｢分担管理事務 ｣も予定され

ている。また、内閣府は、「内閣官房の総合戦略機

能を助ける「知恵の場」にふさわしく、経済財政

政策、総合科学技術政策などの横断的な企画立案

に当たる専門スタッフを糾合した組織」とし、「民

間や学界を含め広く行政の内外から優秀な人材を

登用する人事ルールを確立する」としている。

　内閣機能強化法案の審査において、政府参考人

は「内閣官房は、基本的には、機動的、弾力的に

立案をするところでございます。ですので、例えば、

方向性をこれから築き上げていかなければいけな

いような任務がふさわしい（略）。内閣府は、恒常的、

専門的な企画立案、総合調整、経済財政のような

ものを任務としております。したがいまして、あ

る程度方向性もありつつも、かなり恒常的、専門

的に担っていかなければならない業務がふさわし

い（略）。」と説明している 3。

　内閣官房、内閣府の拡大は、2001（平成 13）年

の改革での内閣機能の強化の目的がきちんと果た

されて来たことの帰結とする考えがある。「内閣調

整強化法案」の審査において、有村治子国務大臣

も「（略）省庁再編時に、内閣、内閣総理大臣の指

導性を強化するため、これを助ける機関として、

内閣官房、内閣府を位置づけました。その後の社

会情勢変化、あるいは官邸のリーダーシップとい

うことに、その求心力ゆえに、さまざまな新たな

課題が生じて、それを内閣官房、内閣府で取り扱

いの主導の調整をしてきたということであろうと

いうふうに思います。これは、安倍内閣というよ

りも、そのように志してきた結果、その信用や実

績もあって、官邸がおのずから内閣官房、内閣府

で調整を担わせたということでございまして、そ

の方向性が間違っていなかったという証左でもあ

ろうかと思います。」としており、ある意味「是」

と評価していると言えよう。今回の法改正につい

ては、「ただ、これからもふえ続けるかもしれない

という中では、このように機動的に、多く担った

場合には、時々の政府、その政権によってスリム

化をするという意思も辞さないということでの改

正の提出に至った（略）」とする 4。

　では、その拡大の実態はどうであろうか。「（略）

内閣総理大臣の権限とリーダーシップを強化して、

そしてその周辺で機動性あるいは即応性、あるい

は方向づけということを戦略性を持ちたいという

ことは、どの政権であろうとも考えること 5」とさ

れる中で、特に「政高党低」、「官邸主導」と言わ

れる第 2次安倍内閣以降の安倍内閣は、どのよう

に内閣官房、内閣府を使っているかがわかる形で

整理してみたい 6。

2.2.　内閣官房の拡大

　内閣官房の組織図を図 1として示す 7。

　図 1 の中で、※印で設置日を掲げているのは、

第 2次安倍内閣発足後のものである。

　特別職の 3人の内閣官房副長官補が担当室・事

務局を掌理している組織は、2015（平成 27）年 8

月には 30 存在する。一例として 2002（平成 14）

年 11 月 18 日付の組織図では、9であった。拡大ぶ

りが分かる。第2次安倍内閣になってからのものは、

2012（平成 24）年 12 月 26 日の、政権復帰直後に

設置された「日本経済再生総合事務局」から数え

て 16 と、半数を超えている（それまでのものが改

組等されたものも含む）。

　これらの組織等が事務局役を担う、多数の会議

等が存在する。表 1に示す。

　内閣官房のホームページではあいうえお順の会

議の表を、設置順に並べ替えたものが表 1である。

こうすることによって、第 2次安倍内閣以降のも

のが 69 番目以降であり、115 中 47 あることがわか

る。全体の 4 割を占める。議員立法（●印）をは

じめ、法律によるものもあるが、閣議口頭了解や

内閣官房長官決裁等によるものも多く、機動的に、

柔軟に設置できることがわかる。

　前掲の、「方向性をこれから築き上げていかなけ

ればいけないような任務がふさわしい」とされる

内閣官房の仕事は、内閣法第 12 条第 2 項第 2号か

ら第 5 号にある「企画及び立案並びに総合調整に
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図 1　内閣官房組織図（平成 27年 8月 15 日現在）

（5人内）

（第２次安倍内閣）

（内閣官房ホームページ等を基に作成。）
（年月日は設置日、組織替え等によるものも含む。）
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表 1　内閣官房・Ｈ 27.8. 活動中の会議・設置順



関する事務」が基本である。

　一方で、内閣法第 12 条第 2 項第 1 号の「閣議事

項の整理その他内閣の庶務」、第 6号の「内閣の重

要政策に関する情報の収集調査に関する事務」に

加えて、第 2 次安倍内閣になると、内閣総理大臣

の指導性の下、幹部職員人事の一元管理等を行う

べきとの考えにより、内閣官房に置かれた内閣人

事局に、それまで人事院、総務省の分担管理事務

であった事務が内閣法第 12 条第 2 項の第 7号から

第 14 号として加えられた。国家公務員法等の一部

を改正する法律（平成 26 年法律第 22 号）による

ものである。これにより内閣官房の性格に若干の

変更がなされたと言えよう。他に内閣情報通信政

策監（政府全体のＩＴ政策を統括し、政府のＩＴ

投資におけるムダを省き、国民の利便性を向上さ

せる役目のいわゆる「政府ＣＩＯ」）及び国家安全

保障局（国家安全保障会議を恒常的にサポートし、

内閣官房の総合調整権限を用い、国家安全保障に

関する外交・防衛政策の基本方針・重要事項に関

する企画立案・総合調整に専従する等の組織）も

加わっていることもあり、内閣官房の定員の右肩

上がりの状況を一層加速する。図 2、表 2に示すが、

内閣人事局等による伸びもあり、2014（平成 26）

年度は 2001（平成 13）年度の倍近くになっている 8。

2.3.　内閣府の拡大

　内閣府設置法は、第 3 条第 1 項で「内閣府は、

内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること

を任務とする」とし、第 2項で内閣総理大臣が政

府全体の見地から管理することがふさわしい行政

事務の円滑な遂行等を掲げ、第 3項で「内閣府は、

第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助

けるものとする」としている。

　内閣府の組織について、同法第 18 条は「重要政

策に関する会議」として、第 1 項で「経済財政諮

問会議」と「総合科学技術・イノベーション会議」

を置くことを定め、第 2 項で「前項に定めるもの

のほか、別に法律の定めるところにより内閣府に

置かれる」ものを掲げている。同法第 37 条の「審

議会等」でも第 1項で「宇宙政策委員会」を置き、

第 2項で「前項に定めるもののほか、（略）法律又

は政令の定めるところにより」、第 3項で「第 1項

に定めるもののほか、別に法律の定めるところに

より内閣府に置かれる審議会等」を掲げ、同様に

同法第 40 条の「特別の機関」でも、第 1項で「北

方対策本部及び金融危機対応会議」を置き、第 2

項で「法律の定めるところにより」、第 3項で「第

1項に定めるもののほか、別に法律の定めるところ

により」と規定している。

　図 3 － 1 に 2015（平成 27）年 8 月 15 日に確認

したもの、図 3－ 2に 2001（平成 13）年 1月 6日（内
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図 2　内閣官房の定員及び併任者数の推移 表 2　内閣官房の定員及び併任者数の推移

（出所）行政改革に関する懇談会（第4回）配付資料（内閣官房 平成24年7月4日）を基に作成。
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図 3－ 1　内閣府組織図（平成 27年 8月 15 日現在）

図 3－ 2　内閣府組織図（平成 13年 1月 6日新設時）

（出所）行政改革に関する懇談会（第4回）配付資料（内閣官房 平成24年7月4日）を基に作成。
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閣府新設時）の内閣府組織図を掲げる。両者を比

べれば内閣府の拡大の様子が見て取れるが、第 2

次安倍内閣発足後に増えた組織は 8つにとどまる。

内閣官房の組織が大臣決定等でも作られるのと比

べ、内閣府の組織の方は、基本的に法律によるこ

とも影響していると考える。

　そういう点から、ここで注目されるのは、図 3

－ 1 に黒丸（●）で示した議員立法に基づく組織

の多さである。省庁の垣根を超えた問題解決の発

想は、省庁の垣根にとらわれない議員立法が適切

な対応をもたらし易い分野であろうという考えを

肯定し得る実態がここに見えて来る。表 3は内閣

府の政策会議等で総数は 83 を数える。第 2次安倍

内閣になってからは 17が誕生した。ここの黒丸も、

議員立法に基づくものを示す。

　図 4は、内閣府の外局等を除いた定員の推移で

ある。地方支分部局の沖縄総合事務局の右肩下が

りの減少が一般事務部局の定員の推移の傾向と見

るならば、それ以外のところの増加は、内閣官房

ほどではないが、特徴的である 9。

　内閣官房が内閣総理大臣の直接の手足とされ、

内閣府は、直接に内閣の事務を助けることもする

が、内閣官房を助ける「知恵の場」としての印象

が強く、それにプラスして内閣総理大臣が担当す

ることがふさわしい事務を所掌するという整理が、

今まではできた。しかし、前述の内閣人事局の内

閣官房への設置等で、両者の性格の区別がよりし

にくくなって来た上に、内閣官房に、より一層の
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表 3　政策会議等（審議会・懇談会等を含む）



定員の増加をもたらしている。加えて図1を見れば、

内閣官房の「政治主導」に対する柔軟性、すなわ

ち必要に応じて次々と組織を作っていくことがで

きるという点が強く印象づけられる。時代が求め

る、官庁の垣根を超えた新しい問題の解決に、指

導性を発揮しようとする内閣総理大臣が意欲的に

取り組もうとした場合、現状の制度においては、

このような姿となるのが、ある意味自然であると

言えよう。

2.4.　拡大と対応の認識

　図 1 や図 3 － 1 の網掛けや表 1 や表 3 の会議等

の設置順の表示により、第 2次安倍内閣発足以後、

特に内閣官房が拡大している様子が強調された形

となっている。しかし、内閣官房、内閣府の拡大

とその対応は、それ以前の、少なくとも冒頭取り

上げた野田内閣の 2012（平成 24）年 12 月 7 日の

閣議決定時点で、速やかに行うべきものとして認

識されていた。2015（平成 27）年の内閣機能強化

法案の審査でも、有村大臣は、「（略）民主党政権

時の取り組みと基本的な課題認識や理念や方向性

は共有しているもの、それを受けて、今回の法律

改正に臨ませていただいているというふうに理解

をいたしております。」としている 10。2014（平成

26）年 2 月の衆議院予算委員会の時点で、菅官房

長官も「実際、日々業務を行っておりまして、府

省庁横断の仕事が余りにも多くなり過ぎてきてい

るんじゃないかなというふうに思います。そうい

う中で、どうしても内閣官房にその調整の役割と

いうんですか、そうしたことがどんどんどんどん

ふえ続けてきている。とりあえずは内閣官房にこ

の仕事を一旦振ろうという府省庁も多くなってき

ているんではないかなというふうに思っています。

そういう中で、ある程度役目の終わったというん

ですか、そうしたものについては、やはり関係の

府省庁、なかなかこれは受けてくれませんけれど

も、そうしたところにおろしていって、できるだけ、

常に、まさに不断の見直しを行っていって、仕事

をしっかり行うことのできる体制というのをつく

っていく重要性というのは、日々痛切に感じてい

ます。」としている 11。表 1 によれば、この後に 24

の会議が内閣官房に設置される。こう見て来ると、

第 2次安倍内閣発足後の拡大に関係なく、拡大と

対応の必要性の認識がなされていたことが分かる。

「関係なく」とは、その後の拡大を是とし、拡大し

すぎの見直しの必要性は一般論的に認識しつつも、

具体的にはほとんどブレーキをかけていないこと

も意味する。

　政府は、「平成 27 年 1 月 23 日に与党から提言の

あった「内閣官房・内閣府のスリム化について」

を踏まえ」、2015（平成 27）年 1月 27 日、「内閣官

房及び内閣府の業務の見直しについて」という閣

議決定を行った 12。この閣議決定には、内閣官房の

郵政民営化推進室、社会保障改革対策室、原子力

規制組織等改革推進室、法曹養成制度改革推進室

を、法律又は閣議決定で定められたそれぞれに係

る本部等の設置期限等をもって廃止すること、遺

棄科学兵器処理に関する事務の内閣府への一元化、

薬物乱用対策の内閣府から厚生労働省への事務移

管等、法的な手当が必要でない対応も含まれる。
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図 4　内閣府の定員及び併任者の推移 表 4　内閣府の定員及び併任者の推移



法的な手当が必要でない対応は、先の民主党政権

下の取組みもそうだが、例えば福田康夫内閣時に

は、内閣総理大臣又は内閣官房長官が構成員の 12

の会議等を廃止する等を行っている 13。法的な手続

を伴う見直しは、2001（平成 13）年の内閣府発足

以降、今回が初めてであった。それが第 189 回国

会の内閣機能強化法案の提出となるのである。

　内閣機能強化法案に関連するところは表 1、表 3

－ 1 で★印を付けたが、①内閣官房において処理

する 9本部（うち地域活性化で 5）の事務の内閣府

への移管等、②内閣本府から各省庁等への 5審議

会等及び特別の機関の所管事務の移管等、③各省

等への総合調整権限の付与を主な内容とする 14。③

については、各省等（国家公安委員会、金融庁及

び消費者庁を含む）が、その任務に関連する特定

の内閣の重要政策について、閣議決定で定める方

針に基づき総合調整等を行い、内閣を助けること

ができるように規定を整備するものである。中央

省庁等改革基本法（平成 10 年法律第 103 号）は第

28 条で府省間の政策調整等として、「府省間におけ

る政策についての協議及び調整（内閣府が行う総

合調整を除く。以下この条において「政策調整」

という。）のための制度を整備するものとする。」

としていた。そして、2000（平成 12）年 5月に「政

策調整システムの運用指針」を閣議決定し、内閣

官房・内閣府が調整省を指定し、調整省による府

省間相互の政策調整を通じて総合調整を行う仕組

みが規定された。ただ、調整省には調整事務のみ

を行わせるものであり、また、調整省と内閣総理

大臣との関係等も不明確なことから活用されて来

なかったとされる 15。今回は、閣議決定のお墨付き

と、資料提出・説明権等調整のための権限の付与

等により、各省等による実効性のある調整を実現

しようとするものである。

3．議員立法の役割

3.1.　政府の認識

　内閣機能強化法案の提出に当たっては、自由民

主党、公明党の与党の行政改革推進本部での議論

が先導する形となった。有村大臣も「与党の中で

かなり御調整をいただいたという印象が強いのも

事実でございます。」と答弁している 16。これは、

民主党の泉委員の「今回、与党が中心となって議

論されたことは、それはそれで評価をいたします

けれど、その議論の経過が見えてこない、そうい

うことについての問題意識と、その上で、今後は、

やはり政府の中でしっかり検討の経過、経緯を残

して、それを示すことができるようにしていって

いただきたい」という指摘に対する答弁だが、「議

員立法が多いということで、特に今、超党派の議

員立法も多うございますけれども、それぞれの分

野で内閣官房が担ってきた、あるいは内閣府が担

ってきたものに、応援団としての議員の先生方の

与野党の思い入れがある、特にそれをまとめてき

た自公の中の先生方に調整をしていただくという

こともあったから、その印象が強かったのだと思

います。」と続け、議員立法により追加されてきた

ものが多くあるという政府の認識が明確に示され

ることとなった。

3.2.　議員立法の実態

　例として、表 5 に、内閣府の特別の機関につい

て掲げてみた。2015（平成 27）年 8 月現在、17 あ

る機関中 11 が、基本法等によるものである。この

うち議員立法によるものは 9であり、基本法等の

11の 82％、機関全体の17の 53％を占める。2014（平

成 26）年の第 186 回国会（常会）での法律の成立は、

閣法が 79 本、衆参の議員立法が 21 本で、議員立

法の割合は 21％なので、これと比べると、割合の

高さに目が止まる 17。

　基本法等のうち基本法とは、法務省設置法第 3

条が「基本法制の維持及び整備」として対象とし

ている民法や刑法のことではなく、「〇〇基本法」

と称するもので、「宇宙基本法」や「水循環基本法」

等のことである。理念、国や地方の責務や施策、

計画の策定、審議会等の設置を主な内容とし、国

にそれらに基づき実施法の整備等を求める内容と

なっている。1948（昭和 23）年の「教育基本法」

から 2014（平成 26）年の「サイバーセキュリティ
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基本法」までで 48 本を数える。そのうち議員立法

によるものが 29 本で 60％を占める。「〇〇推進法」

等と称するものには、「〇〇の推進に関する法律」

等を含むが、1966（昭和 41）年の「交通安全施設

等整備事業の推進に関する法律」から 2014（平成

26）年の「健康・医療戦略推進法」までで 53 本と

なっている。そのうち議員立法によるものが 32 本

でこちらも 60％の高い割合となっている。「〇〇促

進法」もそうだが、法の構造が基本法に近いもの

もあるが、遠いものでも、施策の推進（促進）の

ための体制等について定めており、官庁の垣根を

超える問題の場合、内閣府等にそれが委ねられる

形になる。図 5 － 1、図 5 － 2 を見れば、特に

1998（平成 10）年を超えてこれらの件数が増え、

そこに占める議員立法も高い割合を示し続けてい

ることがわかる。

　2001（平成 13）年の内閣官房、内閣府の整備と

同時に行われた中央省庁再編は、いわゆる大括り

を内容の一つとしていた。厚生省と労働省を一緒

にし、運輸省、建設省、国土庁と北海道開発庁を

一緒にする等、大括りにより、縦割り行政の弊害

是正も目指したものと考える。にもかかわらず、

現実問題として、ある程度の大括りを実施した中

央省庁再編だけでは吸収しきれない問題が増加し

続け、官庁の垣根を超えた対応の必要性は右肩上

がりで存在している。内閣官房、内閣府の整備等

が政治主導の意識を高めたのは事実であろうが、

それらの問題への対応は、内閣総理大臣のリーダ

ーシップによる動きに加え、議員立法によるもの

の役割も高まって来たと解するのが、これらのデ

ータからは素直なのではないかと考える。先に触

れた第 189 回国会での内閣機能強化法案の審査で

のやりとりも、こうした捉え方を後押しするもの

と言えよう。

内閣官房、内閣府の拡大と議員立法の役割 69

表 5　内閣府・特別の機関と設置根拠法

北方対策本部

機関名 設置根拠法 議員立法

１

２
３

４

５

６
７
８
９
10
11

12

13
14
15
16

17

子ども・子育て本部
金融危機対応会議

食育推進会議
少子化社会対策会議
高齢社会対策会議
中央交通安全対策会議
犯罪被害者等施策推進会議
自殺総合対策会議

消費者政策会議

※内閣府ホームページ等より作成。議員立法欄の151衆53は、法律となった法律案の第151回国会衆法第53号の略。

日本学術会議
官民人材交流センター

原子力立地会議

国際平和協力本部

子どもの貧困対策会議

民間資金等活用事業推進会議

子ども・子育て本部若者育成
支援推進本部

内閣府設置法（平成11年法律第89号）
少子化社会対策基本法（平成15年法律第133号）
内閣府設置法

食育基本法（平成17年法律第63号）
少子化社会対策基本法
高齢社会対策基本法（平成7年法律第129号）
交通安全対策基本法（昭和45年法律第10号）
犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）
自殺対策基本法（平成18年法律第85号）

消費者基本法（昭和43年法律第78号）

日本学術会議法（昭和23年法律第121号）
国家公務員法（昭和27年法律第39号）
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別
措置法（平成12年法律第148号）

国際平和協力法（平成4年法律第79号）

子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成25年
法律第64号）

民間資金等活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律（平成11年法律第177号）
子ども・若者育成支援推進法（平成21年法律第
71号）

151衆53

151衆53
132参6

164参18

159衆49

161衆11

183衆24

145衆21

58衆21



3.3.　議員立法の評価

　与党の議員立法への関わりについては、2009（平

成 21）年 9月 18 日付、民主党政権当時の小沢一郎

幹事長名で出された「政府・与党一元化による政

策の決定について」で、「選挙・国会等、議員の政

治活動に係る、優れて政治的な問題」は、「党の責

任で議員提案として行う」が、それ以外の「一般

行政に関する議論と決定は、政府で行う。従って、

それに係る法律案の提出は内閣の責任で政府提案

として行う。」とされた。その後、2010（平成 22）

年 4 月に、議員立法調整チームが民主党内に設け

られる等、与党議員による議員立法の道が再び開

かれることとなる 18。これらにより与党民主党の関

わる議員立法の一時的な抑制が生じたが、国会関

係のものに限らず、委員長提案かそれに近い概ね

の会派の合意を得る等のためのものは、与党民主

党議員が関与して存在しており、第 173 回国会の

2009（平成 21）年 11 月に、衆議院厚生労働委員長

提案の「肝炎対策基本法案」（衆第 7号）が全会一

致で成立する等している。委員長提案は、委員会

での与野党合意が前提で、審査時間が短い等、国

会運営上の利点もあり、当初から例外扱いされた
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感もあるが、委員会での与野党合意が形成される

のは、その内容を要因とし、すなわち政府の既存

の官庁の垣根を超えたようなものであるからだと

いう見方もできよう。

　自公政権になると、更に与党が議員立法に一定

の役割を担わせる動きが見られる。政権奪回のた

めの公約で重要な位置を占めていたと思われる政

策実現のための「強くしなやかな国民生活の実現

を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基

本法（平成 25 年法律第 95 号）」を議員立法で成立

させたのである。強いリーダーシップを標榜する

安倍総理大臣の下でこうしたことが行われたのは、

官庁の垣根を超える問題の解決への対応には、指

導性を発揮する総理以外の主体によってもなされ

るものがあるとの認識が与党内でも一般化しつつ

ある現れではないかと思われる。

　今回の内閣機能強化法案の審査によって、そう

した認識は明確となり、前述のように国会の会議

録に記録されることとなった。法案審査に関わっ

た内閣、多くの議員や政府の職員、国会のスタッ

フ等には、内閣官房、内閣府の拡大という内閣を

あげて取り組まなければならない統治機構上の問

題について、議員立法が大きく関係しており、そ

の役割がある程度是とされるという認識は、共通

に持たれるようになったと考える。

4．内閣官房、内閣府の拡大への対応スキーム

　内閣官房、内閣府が拡大しすぎると弊害も生じ

るということで、次のような対策のスキームが示

されることとなった。

①　 拡大への根本的な対策と言える省庁再々編へ

の考えは、政府からは出されていない。

　　 　衆議院内閣委員会の 2015（平成 27）年 7 月

3 日に出された内閣機能強化法案に対する「附

帯決議」には、「一　国際化及び情報化の進展、

人口構造の急速な変化等に直面する中で、国

民本位で、時代に即した合理的かつ効率的な

行政を実現するため、中央省庁等改革基本法

等の施行により実施された省庁再編の評価を

踏まえ、今後の省庁編成や国、地方の役割分

担の再検討など業務の不断の見直し等の行政

改革に積極的に取り組むこと。」と第一番に「今

後の省庁編成」について触れているが、それ

こそ内閣を挙げての取組みとなるこの件につ

いての安倍内閣からの積極的な意思表示は現

時点ではなされていない。

②　立法の制限

　　 　2014（平成 26）年 2月 14 日、第 186 回国会

衆議院予算委員会で、民主党の岡田克也委員

は、2012（平成 24）年 12 月の内閣官房、内閣

府の見直しを紹介した上で、「最初に、内閣官

房や内閣府にそういった事務を追加するとき

に、あらかじめサンセット化とか一定期間経

過後の見直しを基本にするということを法律

の中にもちゃんと書いておくということも非

常に重要なことじゃないか」としている 19。

　　 　アルコール健康障害対策基本法（平成 25 年

法律第 109 号）は、法律の施行当初は、内閣

府においてアルコール健康障害対策推進基本

計画の策定及び推進に関する事務を所掌し、

アルコール健康障害対策推進基本計画の策定

後 3 年以内に当該事務を厚生労働省に移管す

る内容となっている。これは議員立法による

ものだが、前述のような配慮がなされている

ものと言えよう。

　　 　2015（平成 27）年 1月 27 日の閣議決定の「3．

制度面での措置」の「（3）将来への業務追加

への対応」で「今後、内閣官房及び内閣府へ

の業務の追加は、その必要性を十分勘案した

上で判断するとともに、新たな業務を法律に

よって追加する場合には、原則として内閣官

房又は内閣府において当該業務を行う期限を

設けることとする。」と、前述のアルコール健

康障害対策基本法の「3年以内に移管」と同趣

旨のものが掲げられている。

　　 　更に前掲の衆議院内閣委員会の附帯決議の

「五」にも同内容なものが掲げられている。閣

議決定だけでなく、附帯決議という院の委員

会決議があるので、閣法だけでなく、議員立
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法の提出過程でも、この点への配慮が与野党

共に求められることになろう。

　　 　2015（平成 27）年 7 月、河野太郎自民党行

政改革推進本部長は、ブログで、「今国会でも、

新たな本部を内閣府に新設するという議員立

法が目白押しです。このままではせっかくス

リム化した内閣官房と内閣府に、新たに様々

な事務が来てしまうので、自民党の場合は行

革本部が法案をチェックさせていただき、内

閣官房や内閣府に本部をつくるという法案は

ダメよ、とお断りしています。」と言及してい

る 20。どこまで厳しくこのチェックが行われた

かは不明だが、無制限の内閣官房や内閣府へ

の本部の設置は困難な状況となって来ている

と思われる。

③　 第 2 次安倍内閣以降の拡大は、3年後の見直し

で対応。

　　 　前掲の閣議決定の「4．その他」で、「内閣

官房及び内閣府の業務は経済社会情勢の変化

に応じ随時点検すべきものであり、3年後を目

途として、次回の全面的な見直しを行うこと

とする。」とされている。これについても前掲

の附帯決議の「六」に同内容のものが掲げら

れている。

　　 　3 年後の見直しを、政府が閣議決定を基に、

きちんと行えるだろうかということはある。

今回の見直しでも、官庁側からの抵抗等も言

われている。そのために、党主導でやらざる

を得なかったという見方もある。附帯決議と

いう院の委員会決議にもあることで、政府が

しっかりと、また不十分なことがあれば党主

導ででも、きちんと見直しをしていくという

ことが、求められている。

5．おわりに

　本稿で明らかにすることを目指した第一の内閣

官房と内閣府の拡大と、第二のその評価及び第 2

次安倍内閣以降の安倍内閣の動きは、特に図 4、表

4までの各図表と、内閣機能強化法案の審査におけ

る大臣答弁等により示すことができたと考える。

それは、内閣総理大臣のリーダーシップの発揮に

よる問題解決の取組みとして、ある意味是とされ、

安倍総理大臣による積極的な取組みも見てとれる

が、拡大のし過ぎで対策を求められるレベルとな

っているということである。その背景には、内閣

官房、内閣府の機能を考えれば、官庁の垣根を超

えた問題への対応の必要性の右肩上がりの増加が

あると言える。

　第三の議員立法の関与と評価については、表 1

や図 3 － 1、表 3 の黒丸、図 5－ 1、表 5 以降の各

図表と、法案審査における答弁等によりある程度

描き出されたと考える。特に中央省庁再編前後か

ら増加する基本法等の議員立法による動きは、そ

の占める割合により、既存の官庁を抱える内閣総

理大臣のリーダーシップ以外のアプローチによる

問題解決の必要性を示していると考える。省庁再々

編等がない限り、官庁の垣根を超える役割を当分

担い続けざるを得ないものとして、是とされるべ

きものであろう。

　拡大し過ぎの対策としては、4. で示したが、立法

を必要としないものについては、少なくとも 3年

後の見直しまで、内閣総理大臣はフリーハンドで

施策を内閣官房、内閣府の拡大によって実現する

こともできると言える。また、前述の河野議員の「内

閣官房や内閣府に本部をつくるという法案はダメ」

という自民党内での扱いがどこまで厳しいかは不

明だが、立法においては、少なくとも内閣官房又

は内閣府において当該業務を行う期限を設けるこ

とが求められるようになったものの、「新たな本部

を内閣府に新設するという議員立法が目白押し」

という記述が示すように、この分野における議員

立法の需要拡大の原因が何ら解消されていない中

では、この制限により、立法の数が大きく減少す

るとは考え難い。従って、期限を切っての各省庁

への業務の移管が行われるにしても、当分の間、

内閣官房、内閣府の拡大は、継続するものと考える。

　議員立法については、対策を求められるレベル

となった内閣官房、内閣府の拡大の問題を分析す

ることにより、このように、現状において果たし
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ているその役割を明らかにすることができるので

ある。

〈注〉
１　 岩井奉信（1993）『立法過程』東京大学出版、65 頁が
代表的なもの。

２　 （所期の目的を達成したものはやめる、関係省庁間の
調整に委ねられるものは最も関係の深い省庁に移管
をする、内閣官房と内閣府の間の事務分担について
も検討する、という三方針）

３　 第 189 回国会衆議院内閣委員会会議録第 16 号（平成
27 年 7 月 1 日）33 頁。政府参考人、山下哲夫内閣官
房行政改革推進本部事務局次長の答弁。以下、国会
会議録の情報は、国立国会図書館の『国会会議録検
索システム』（http://kaigi.ndl.go.jp/）による。

４　 第 189 回国会衆議院内閣委員会会議録第 15 号（平成
27 年 6 月 19 日）21 頁。

５　 第 189 回国会衆議院内閣委員会会議録第 16 号（平成
27 年 7 月 1 日）7頁。有村大臣の答弁。

６　 「政高党低」等は、第 186 回国会参議院予算委員会会
議録第 5号（平成 26 年 3 月 3 日）43 頁。

７　 図 1 には、内閣官房の組織図（http://www.cas.go.jp/
jp/gaiyou/sosiki/index.html）を 2015（平成 27）年 8
月 15 日に確認し、それに種々の情報を加えた。内閣
総理大臣の権限とリーダーシップを発揮して政策を
実現するという志向と環境を持つ第 2次安倍内閣が、
どのように内閣官房を使えているのかを示すべく、
※の表記等を行った。また内閣機能強化法案関係で
★を付けてみると、第 2次安倍内閣以前のものを中
心に移行等を図ろうとしていることが分かり、スク
ラップアンドビルドの様相が伺える。2002（平成 14）
年 11 月 18 日付の組織図における 9つの組織は、個
人情報保護担当室、情報セキュリティ対策推進室、
情報通信技術（ＩＴ）担当室、行政改革推進事務局、
都市再生本部事務局、食品安全委員会（仮称）設立
等準備室、構造改革特区推進室、知的財産基本法準
備室、拉致被害者・家族支援室。（http://web.
archive.org/web/20010223233200/http://www.
kantei.go.jp/jp/kanbou/sosiki/sosiki.html）

８　 表 2 は、瀬戸山順一（2015）「内閣官房・内閣府の業
務のスリム化―内閣の重要政策に関する総合調整等
に関する機能の強化のための 国家行政組織法等の一
部を改正する法律案―」『立法と調査 No.364』、参議
院事務局企画調整室、7頁の瀬戸山が行政改革推進本
部事務局資料より作成した表をもとに作成。図 2は、
それをグラフ化したもの。※定員は、各年度末定員、
併任者は各年 4月 1日時点（2002（平成 14）～ 2004（平
成 16）年度は当該年度の 3月 1日時点）。2006（平成
18）年度以前の常駐併任者数は集計困難とのこと。

９　 表 4 は、瀬戸山、前掲論文 9頁の瀬戸山が行政改革

推進本部事務局資料より作成した表をもとに作成。
図 4は、それをグラフ化したもの。※定員は、各年
度末人数（2014（平成 26）年度は 5 月 30 日時点。）
※併任者は、2001（平成 13）年度本府 11 月 1 日現在、
2015（平成 25）年度本府 1月 31 日時点、その他各年
度は 4月 1日時点の人数、非常勤者を含む。

10　 第 189 回国会衆議院内閣委員会会議録第 15 号（平成
27 年 6 月 19 日）6頁。

11　 第 186 回国会衆議院予算委員会会議録第 8号（平成
26 年 2 月 14 日）12 頁。岡田克也委員への答弁。

12　 「与党からの提言」を踏まえは、同閣議決定にある言
葉。

13　 福田内閣時の見直しは、第 169 回国会参議院議員藤
末健三君提出の質問に対する答弁書（第 98 号）（平
成 20 年 4 月 22 日）より。

14　 内閣機能強化法案における事務の移管等の概要は、
次のとおり。

　　①内閣官房において処理する事務の内閣府への移管等
　　　 中心市街地活性化本部、都市再生本部、知的財産

戦略本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生
本部、道州制特別区域推進本部、総合特別区域推
進本部、宇宙開発戦略本部及び総合海洋政策本部
に関する事務を内閣府において処理する。→内閣
府本府に地方創生推進事務局、知的財産戦略推進
事務局、宇宙開発戦略推進事務局を置く。

　　②内閣本府から各省庁等への所管事務の移管
　　　 審議会等として、官民競争入札等監理委員会、統

計委員会及び情報公開・個人情報保護委員会。特
別の機関として、食育推進会議及び自殺総合対策
会議。

　　② － 2　内閣府本府から国家公安委員会への所掌事務
の移管

　　　 犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関するこ
と。

　　② － 3　内閣府本府から消費者庁への所掌事務の移管
　　　 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合

的な整備に関する事項及び消費者基本法第 2条の
消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の
基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊
かな消費者生活を営むことができる社会の実現の
ための基本的な施策に関する事項。

　　②－ 4　内閣府本府から総務省への所掌事務の移管
　　　 競争の導入による公共サービスの改革に関する法

律第 7条第 1 項に規定する公共サービス改革基本
方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札
の実施の監理に関すること、統計及び統計制度に
関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡
調整に関すること、および情報公開・個人情報保
護審査会設置法第 2条に規定する調査審議に関す
ることを所掌するものとするとともに、情報公開・
個人情報保護審査会、官民競争入札等監理委員会
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及び統計委員会を総務省の審議会等として置くも
のとすること。

　　②－5　内閣府本府から厚生労働省への所掌事務の移管
　　　 自殺対策の大綱の作成及び推進に関することを所

掌するものとするとともに、自殺総合対策会議を
厚生労働省の特別の機関として置くものとするこ
と。

　　②－6　内閣府本府から農林水産省への所掌事務の移管
　　　 食育推進基本計画の作成及び推進に関することを

所掌するとともに、食育推進会議を農林水産省の
特別の機関として置くこと。

15　 行政改革推進会議のホームページ（http://www.
kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai15/siryou7-2.pdf） 第
15 回の資料より。（2015（平成 27）年 8月 15 日確認。）

16　 第 189 回国会衆議院内閣委員会会議録第 16 号（平成
27 年 7 月 1 日）、4頁。以下のやりとりも同頁から。

17　 法律、法律案が議員立法かどうか等、本論における
法律、法律案に関する情報は、各国会回次ごとに参
議院事務局が出している『参議院審議概要』を基に
収集した。参議院のホームページ（http://www.
sangiin.go.jp/japanese/kaiki/index.html）にも 1981（昭
和 56）年の第 95 回国会以降のものが掲載されている
（2015（平成 27）年 8月 15 日確認）。それ以前のもの
については、衆議院・参議院（1990）『議会制度百年史・
国会議案件名録』による。

18　 国会関係や委員長提案等以外のものは、議員立法調
整チーム発足当初は手続が非常に複雑だったこと等
もあり、なかなか動きが表面化しなかった。議員個
人の問題意識を反映させたようなものとしては、第
177 回国会衆第 23 号として、2011（平成 23）年 8 月
8日に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及
び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律
案」が辻惠君外 2名から提出されるのを待つことに
なる。

19　 第 186 回国会衆議院予算委員会会議録第 8号（平成
26 年 2 月 14 日）、13 頁。

20　 衆議院議員河野太郎公式ブログ『ごまめの歯ぎしり』
「あちこちで嫌われております」2015 年 7 月 8 日
（http://www.taro.org/2015/07/post-1616.php）。（2015
（平成 27）年 8月 15 日確認。）
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